
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有者の 1人が市に申出 

市が農用地利用集積計画案作成 

市が農業委員会に探索要請 

農業委員会が探索 

農業委員会が農用地利用集積計画を告示 

農業委員会が市へ通知 

市が農用地利用集積計画を広告 

農地中間管理機構への 20年以内の利用権設定 


